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１ 【提出理由】

当社において特定子会社の異動がありましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等

の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

　

２ 【報告内容】

（１）当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金及び事業の内容

①名称　　　　　四平恩悌タングステン高新技術材料有限公司

②住所　　　　　中国吉林省四平市平東大街854-2号

③代表者の氏名　董事長　王　金生

④資本金　　　　22,000千元

⑤事業の内容　　タングステン線・棒製品の製造販売

　

（２）当該異動の前後における当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数及び当該特定子会社の総

株主等の議決権に対する割合

①当社の所有する議決権の数

    異動前　　11,220千元

　　異動後　　11,220千元

②総株主等の議決権に対する割合

    異動前　　　　51％

　　異動後　　　　51％

（注）「当社の所有する議決権の数」は出資額を、「総株主等の議決権に対する割合」は出資比率を

それぞれ記載しております。 

　

（３）当該異動の理由及びその年月日

①異動の理由

当社は、平成25年６月10日開催の取締役会において、特定子会社である四平恩悌タングステン高新

技術材料有限公司に対する中国「企業破産法」に基づく会社更生手続開始の申立てを決議し、平成

25年６月24日に四平市中級人民法院（中国吉林省）へ申立てを行っておりました。

当該申立てについて、平成25年８月14日に四平市中級人民法院から当社へ、更生申立てを受理する

旨の裁定（「民事裁定書」（（2013）四民三初字第３号））が送達されました。更生管理人の決定

書は本日現在送達されておりませんが、同法第25条の規定に基づき同社の経営に関する権限は更生

管理人に引き継がれることとなりました。

　これに伴い、当社は同社への支配権を喪失し、同社は当社の子会社ではなくなりました。

　

②異動年月日

　平成25年８月14日
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